
中
世
後
期
但
馬
国
に
お
け
る
在
地
構
造

渡

邊

大

門

〔
抄

録
〕

領
主
権
力
が
在
地
に
経
済
基
盤
を
求
め
、
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
自
明

の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
在
地
の
状
況
を
知
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま

領
主
権
力
の
一
端
を
知
る
素
材
と
な
る
。
し
か
し
、
在
地
に
関
す
る
史
料
は

概
し
て
乏
し
く
、
そ
の
こ
と
は
但
馬
国
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
本
稿
は

史
料
的
な
制
約
が
あ
る
も
の
の
、
寄
進
状
、
売
券
、
知
行
宛
行
状
を
で
き
る

だ
け
収
集
・
分
析
し
、
中
世
後
期
但
馬
国
に
お
け
る
在
地
の
様
相
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
同
時
に
、
但
馬
国
に
お
け
る
武
家
領
や

寺
社
領
の
構
成
、
そ
し
て
段
銭
賦
課
の
シ
ス
テ
ム
に
も
触
れ
た
。

そ
の
結
果
、
中
世
後
期
の
但
馬
国
に
は
惣
村
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
、

領
主
間
に
お
い
て
紛
争
解
決
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
山
名
氏
重
臣
で

あ
る
垣
屋
氏
や
太
田
垣
氏
が
段
銭
知
行
権
を
有
し
、
寺
社
等
に
寄
進
し
た
事

例
を
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
同
時
に
、
在
地
領
主
ク
ラ
ス
も
段
銭
知
行

権
を
獲
得
し
、
寺
社
等
に
積
極
的
に
寄
進
を
行
っ
て
い
る
。
段
銭
知
行
権
の

運
用
は
、
山
名
氏
領
国
に
お
け
る
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

但
馬
国
、
山
名
氏
、
在
地
、
寄
進
状
、
売
券

一

は
じ
め
に

但
馬
国
の
中
世
史
料
は
、
そ
う
多
い
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
但
馬
国

を
代
表
す
る
守
護
山
名
氏
を
除
く
と
、
中
世
に
関
わ
る
研
究
は
乏
し
い
の
が
現
状

で
あ
る１

）

。
特
に
、
荘
園
関
係
の
史
料
や
研
究
は
著
し
く
少
な
く
、
在
地
や
土
地
支

配
の
状
況
を
知
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た２

）

。
こ
の
事
実
は
単
に
当
該
研
究
が
立
ち
遅

れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
止
ま
ら
ず
、
山
名
氏
研
究
を
進
め
る
う
え
で
も
大
き
な

課
題
で
あ
る
。
今
や
領
主
研
究
を
進
め
る
う
え
で
、
在
地
状
況
を
知
る
こ
と
が
不

可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。

実
際
に
但
馬
国
の
中
世
史
料
を
見
る
と
、
県
内
史
料
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
県

外
史
料
も
乏
し
い
。
ま
ず
、
県
内
史
料
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
寺
社
史
料
が
圧
倒
的

に
多
く
、
武
家
史
料
は
少
な
い
と
い
え
る
。
そ
の
武
家
史
料
も
性
質
上
、
感
状
が
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多
い
の
が
特
色
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
山
名
氏
被
官
人
の
所
領
構
成
を
知
る
の

も
困
難
で
あ
り
、
そ
の
知
行
体
系
を
う
か
が
う
の
も
難
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
ま
た
、
県
外
史
料
も
乏
し
い
の
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
だ
い
た
い
南
北
朝
か

ら
室
町
前
期
（
お
お
む
ね
十
五
世
紀
半
ば
）
く
ら
い
を
境
に
し
て
、
関
係
史
料
の

数
が
著
し
く
減
少
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
悪
条
件
が
災
い
し
、
中
世
後
期
の
但
馬
国
に
お
け
る
在
地
支
配

の
状
況
や
土
地
支
配
の
研
究
は
、
進
展
を
見
せ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
と
言
え
よ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
史
料
を
探
索
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

当
該
期
に
お
け
る
在
地
支
配
の
状
況
や
土
地
支
配
の
状
況
を
知
る
こ
と
は
可
能
で

あ
る
。
例
え
ば
、
寄
進
状
や
売
券
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
な
り
に
豊
富
な
数
が
残
っ

て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
史
料
的
な
制
約
が
あ
る
た
め
、

は
な
は
だ
断
片
的
と
い
う
条
件
付
で
は
あ
る
が
、
次
の
点
に
つ
い
て
解
明
を
試
み

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

①
中
世
後
期
但
馬
国
に
お
け
る
武
家
領
、
寺
社
領
の
構
成
お
よ
び
在
地
状
況
。

②
中
世
後
期
但
馬
国
に
お
け
る
段
銭
賦
課
の
状
況
と
シ
ス
テ
ム
。

一
つ
の
事
象
に
つ
い
て
関
連
史
料
が
甚
だ
乏
し
い
た
め
、
ど
う
し
て
も
断
片
的

な
分
析
と
な
る
が
、
本
研
究
を
通
し
て
中
世
後
期
但
馬
国
に
お
け
る
土
地
支
配
や

在
地
構
造
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

二

諸
史
料
に
見
る
武
家
領
・
寺
社
領
の
構
成
と
段
銭
賦
課

⑴

白
岩
氏
の
事
例

最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
、「
白
岩
文
書
」
に
見
え
る
在
地
の
状
況
で
あ
る
。

白
岩
氏
は
但
馬
国
八
木
氏
（
山
名
四
天
王
の
一
人
）
の
一
族
で
、
現
在
の
養
父
市

関
宮
町
吉
井
白
井
を
名
字
の
地
と
し
た
。
ま
た
、
万
松
庵
、
大
樹
院
の
旦
那
で
あ

っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る３

）

。
白
岩
氏
が
旦
那
で
あ
っ
た
か
こ
と
か
ら
、
但
馬
国

に
お
け
る
富
裕
か
つ
有
力
な
在
地
領
主
の
一
人
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
事
実
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
応
永
三
十
三
年
（
一
四
二
六
）
四
月
五
日
、

沙
弥
宗
恵
が
万
松
庵
に
五
反
の
永
代
寄
進
を
行
っ
て
い
る４

）

。
宗
恵
は
、
白
岩
氏
の

先
祖
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
。
史
料
の
内
容
を
見
る
と
、
寄
進
し
た
土
地
の
う
ち

領
家
の
年
貢
・
公
方
段
銭
は
徴
収
さ
れ
る
が
、
そ
の
他
の
公
事
に
関
し
て
は
除
外

さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
も
し
子
孫
で
違
乱
に
及
ぶ
者
が
あ
っ
た
ら
、
公

方
に
よ
っ
て
罪
科
に
処
す
べ
き
と
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
は
写
で
あ
る
が
、

も
と
は
山
名
時
熈
の
証
判
が
あ
り
、「
任
此
状
、
永
代
不
可
有
相
違
」
と
記
さ
れ

て
い
る
、
つ
ま
り
、
但
馬
国
守
護
山
名
氏
の
保
証
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
寄
進
状
に
は
、
坪
付
注
文
が
添
付
さ
れ
て
い
る５

）

。
こ
の
坪
付
注
文
を
見
る

と
、
面
積
単
位
と
し
て
は
「
大
・
半
・
小
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
坪

付
注
文
は
「
大
年
貢
」
が
賦
課
さ
れ
な
い
一
町
二
反
半
三
〇
の
前
半
部
分
と
、
後

半
の
一
町
二
反
半
の
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
。
後
半
の
一
町
二
反
半
は
、
吉
井
両

名
、
か
け
き
よ
名
、
さ
た
の
ふ
名
、
の
り
な
か
名
の
計
四
つ
の
名
で
構
成
さ
れ
て

お
り
、
大
年
貢
は
一
反
に
つ
き
一
二
五
文
が
課
せ
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
万
松
庵
に

寄
進
さ
れ
た
の
は
、
後
半
の
一
町
二
反
半
の
内
の
吉
井
両
名
の
五
反
で
あ
る
。
こ

の
吉
井
両
名
は
、
八
木
荘
（
養
父
市
八
鹿
町
）
に
所
在
し
た
。
つ
ま
り
、
白
岩
氏

の
本
拠
は
、
八
木
荘
内
に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
年
未
詳
で
あ
る
が
、

白
岩
正
元
は
万
松
庵
に
八
木
荘
内
に
あ
る
大
谷
の
五
反
（
う
ち
一
反
は
吉
井
名
の

前
に
位
置
）
を
寄
進
し
て
い
る６

）

。
こ
の
と
き
は
、
段
銭
・
諸
公
事
が
免
除
と
い
う

扱
い
で
あ
っ
た
。

一
二
六
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門
）



と
こ
ろ
で
、
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
に
作
成
さ
れ
た
万
松
庵
領
注
文
に
よ
る

と
、
そ
の
領
有
構
造
が
複
雑
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る７

）

。
ま
ず
、

「
貞
頼
名
」
は
二
町
八
反
小
五
歩
で
あ
っ
た
が
、
内
訳
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い

た
。①

一
町
六
反
・
・
・
・
公
田

②
一
町
小
五
歩
・
・
・
余
田
（
別
作
、
ま
た
は
土
地
台
帳
に
載
せ
ら
れ
て
い
な

い
土
地
）

③
一
反
・
・
・
・
・
・
流
失
（
水
害
な
ど
で
失
わ
れ
た
田
地
）

④
一
反
・
・
・
・
・
・
松
地
方
知
行
（
松
地
は
在
地
領
主
と
考
え
ら
れ
る
が
詳

細
は
不
明
）

こ
の
構
成
を
見
る
限
り
、
①
に
関
し
て
は
公
田
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
貢
・
公

事
な
ど
の
負
担
が
生
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
②
は
い
わ
ゆ
る
純
粋
な
寺
領
で

あ
る
。
③
は
実
質
的
に
失
わ
れ
て
い
る
の
で
、
何
ら
負
担
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
④
に
関
し
て
は
松
地
氏
の
知
行
地
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
何
ら
か
の
得
分

を
得
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、「
徳
安
半
名
」（
二
町
四
反
六
五
歩
）
は
、

「
当
銭
無
、
支
證
在
」
と
あ
る
よ
う
に
領
主
か
ら
負
担
免
除
を
勝
ち
取
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
口
に
万
松
庵
領
と
言
っ
て
も
、
そ
の
構
造
は
複
雑

で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
万
松
庵
に
は
、
買
地
も
存
在
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
買
地
で
あ
る
一

町
五
反
の
土
地
で
は
、
五
反
半
の
部
分
で
は
年
貢
の
負
担
を
要
し
た
が
、
残
り
の

九
反
に
関
し
て
は
不
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
買
地
に
つ
い
て
も
、
年
貢
を
負
担

す
る
と
こ
ろ
と
負
担
し
な
く
て
も
よ
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
年
貢
を
負
担
し
な

く
て
も
よ
い
場
合
は
「
大
年
貢
無
、
支
證
在
」
と
あ
る
よ
う
に
、
年
貢
を
負
担
し

な
く
て
も
よ
い
と
い
う
支
証
が
必
要
で
あ
っ
た
。
万
松
庵
領
に
は
、
松
地
氏
の
買

地
分
で
あ
る
三
反
大
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
年
貢
は
松
地
氏
の
負
担
で

あ
っ
た
。
松
地
氏
は
、
買
地
を
万
松
庵
に
寄
進
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

「
白
岩
文
書
」
に
は
、
在
地
状
況
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
次
の
史
料
が
あ

る
。

去
年
ヵ
）

炎
天
迷
惑
仕
□候

）、
万
久
里
新
井
を
立
申
処
、
御
知
行
之
田
畠
之
相
溝

返
候
ニ
付
而
、
御
違
乱
之
旨
、
種
々
詫
言
申
□候

）へ
共
、
無
御
同
心
候
、
尤
存

候
、
然
処
ニ
能
美
源
蔵
人
方
被
取
扱
、
以
賛替

）田
地
色
々
令
申
候
処
ニ
、
御
同

心
候
間
、
先
以
畏
入
存
候
、
此
方
下
□地

）和
多
田
代
坪
森
上
斗
代
六
斗
八
升
、

同
新
田
方
六
十
歩
七
升
、
イ
ワ
ホ
キ
ニ
在
之
候
、
惣
都
合
七
斗
五
升
也
、
作

人
者
和
多
田
村
孫
左
衛
門
尉
、
同
前
如
此
雖
申
定
候
、
自
然
水
失
・
干
失
出

来
候
而
、
御

損

）

そ
ん
の
儀
候
者
、
其
時
者
本
下
地
付
而
、
可
被
成
御
違
乱
候
、

聊
以
違異

）儀
不
可
及
候
、
尤
此
等
旨
、
亀
寿
丸
以
直
札
可
被
申
候
へ
共
、
幼
少

之
時
分
候
条
、
為
其
両
三
人
如
此
申
入
候
、
巨
細
能
美
源
蔵
人
方
可
被
申
入

候
、
仍
為
後
日
状
如
件
、

三
宅
左
京
進

永
禄
二二
年

信
友
（
花
押
）

二
月
吉
日

同
主
計
助

宗
勝
（
花
押
）

同
石
見
守

宗
善
（
花
押
）

白
岩
殿ま

い
る８

）
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こ
の
史
料
は
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
二
月
、
三
宅
宗
善
ら
三
人
が
白
岩
氏
に

対
し
て
申
入
れ
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
内
容
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
永
禄
四
年

（
一
五
六
一
）、
但
馬
国
は
炎
天
下
に
見
舞
わ
れ
た
た
め
、
三
宅
氏
は
八
木
荘
内
の

万
久
里
に
新
井
を
作
っ
た
。
三
宅
氏
は
、
養
父
市
八
鹿
町
内
に
「
三
宅
」
の
地
名

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
地
を
本
拠
と
す
る
在
地
領
主
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
新
井
は
、
白
岩
氏
が
知
行
す
る
田
畠
の
溝
を
壊
し
て
し
ま
っ
た

よ
う
で
ト
ラ
ブ
ル
と
な
っ
た
。
三
宅
氏
ら
は
い
ろ
い
ろ
と
交
渉
を
行
っ
た
が
、
結

局
和
解
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
能
美
源
蔵
人
な
る
人
物
が
仲
裁
に
入
っ
た９

）

。
能

美
源
蔵
人
の
提
案
は
、
田
地
を
交
換
す
る
と
い
う
も
の
で
、
三
宅
氏
も
了
解
の
意

を
示
し
た
。
三
宅
氏
が
交
換
す
る
土
地
は
、
和
多
田
の
地
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
八

木
川
を
挟
ん
で
万
久
里
の
対
岸
に
位
置
し
た
。
斗
代
は
七
升
五
合
、
作
人
は
和
多

田
村
の
孫
左
衛
門
尉
で
あ
る
。

三
宅
氏
は
土
地
を
交
換
す
る
に
あ
た
っ
て
、
白
岩
氏
と
あ
る
契
約
を
交
わ
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
万
が
一
新
し
い
土
地
で
水
害
や
干
害
に
よ
っ
て
損
失
が
生
じ
た

場
合
は
、
苦
情
を
申
し
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
旨
は
、
当
主
で
あ

る
亀
寿
丸
が
幼
少
で
あ
る
た
め
、
そ
の
配
下
に
あ
る
連
署
者
の
三
宅
宗
善
ら
三
名

が
申
し
入
れ
る
と
あ
る
。
使
者
に
立
っ
た
の
は
、
仲
裁
役
を
務
め
た
能
美
源
蔵
人

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
三
宅
氏
の
よ
う
な
在
地
領
主
が
家
中
を
形
成
し
て
い
る
こ
と

を
う
か
が
わ
せ
、
同
時
に
領
主
間
交
渉
に
あ
た
っ
た
貴
重
な
事
例
と
言
え
る
。

本
来
土
地
を
め
ぐ
る
紛
争
は
、
但
馬
国
を
治
め
る
山
名
氏
法
廷
に
持
ち
込
ま
れ

る
性
格
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
事
例
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
三

宅
氏
は
能
美
源
蔵
人
と
い
う
仲
裁
役
を
介
す
る
こ
と
に
よ
り
、
土
地
を
交
換
す
る

と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
和
解
を
行
っ
た
。
但
馬
国
で
は
類
例
が
少
な
い
も
の
の
、

「
中
人
制
」
と
い
う
在
地
慣
行
が
存
在
し
た
も
の
と
し
て
興
味
深
く
、
但
馬
国
内

に
広
範
に
存
在
し
た
可
能
性
を
う
か
が
わ
せ
る
。
同
時
に
、
在
地
領
主
が
潅
漑
・

水
利
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
惣
村
の
存
在
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
乏
し
い
史
料
で
あ
る
が
、「
白
岩
文
書
」
か
ら
は
寺
社
領
が
複

雑
な
領
有
関
係
を
示
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
領
主
間
に
お
け
る
紛
争
時
の
解
決
方

法
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

⑵

大
浜
荘
の
事
例

こ
の
項
で
は
、
も
う
少
し
他
の
事
例
に
よ
っ
て
、
但
馬
国
の
在
地
状
況
を
確
認

し
た
い
。
そ
れ
が
「
佐
伯
文
書
」
に
見
る
垣
屋
氏
と
大
浜
荘
の
事
例
で
あ
る
。
次

に
、
史
料
を
掲
出
す
る
。

永
代
売
渡
候
大
浜
庄
地
頭
分
内
稗
田
之
事

合
諸
新
田
者

但
堺
ハ
北
ハ
船
津
路
也
、

西
ハ
本
田
・
大
汗
ナ
リ
、

南
ハ
境
川
ナ
リ
、

東
ハ
草
際
ナ
リ
、

右
彼
下
地
者
、
雖
為
此
方
知
行
分
、
気
比
庄
御
賄
方
米
銭
之
調
依
難
成
、
限

永
代
現
米
四
拾
五
石
佐
伯
孫
左
衛
門
殿
ニ
売
渡
申
候
処
明
鏡
也
、
為
公
用
米

弐
石
宛
毎
年
此
方
ヘ
被
相
渡
、
末
代
可
有
知
行
候
、
但
於
此
下
地
者
、
諸

役
・
諸
公
事
不
可
在
之
候
、

用
水
之
懸
引
・
普
請
等
之
時
、
土
之
取
場
不

可
有
異
儀
候
、
然
上
者
於
子
々
孫
々
違
乱
煩
申
事
不
可
有
之
候
、
万
一
菟

（「
角
」
脱
カ
）
申
輩
出
来
候
者
、
任
此
證
文
旨
、
被
申
分
、
永
代
可
有
知
行

一
二
八

中
世
後
期
但
馬
国
に
お
け
る
在
地
構
造

（
渡
邊
大
門
）



候
、
仍
為
後
日
売
券
状
如
件
、

越
中
守

元
亀
二
年
辛未
六
月
二
日

垣
屋
）

孝
続
（
花
押
）

下
野
入
道

垣
屋
）

宗
現
（
花
押
）

佐
伯

孫

左

衛

門

殿

）

ま
こ
さ
へ
も
ん
と
の
へ10

）

元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）、
垣
屋
宗
現
・
同
孝
続
は
大
浜
荘
地
頭
分
稗
田
に
加

え
、
開
発
し
た
新
田
を
佐
伯
孫
左
衛
門
に
四
五
石
で
売
り
渡
し
た
。
大
浜
荘
は
、

豊
岡
市
江
野
を
含
む
広
大
な
荘
園
で
あ
る
。
垣
屋
氏
は
、
山
名
氏
の
重
臣
垣
屋
氏

の
一
族
で
あ
っ
た
。
佐
伯
氏
に
関
し
て
は
残
念
な
が
ら
不
明
で
あ
る
が
、
付
近
の

有
力
な
在
地
領
主
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
荘
園
支
配
の
実
効
性
が
薄
れ
る
こ

の
時
代
に
あ
っ
て
、
未
だ
地
頭
分
と
い
う
表
記
が
あ
る
の
で
、
荘
園
諸
職
に
基
づ

き
土
地
売
買
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
垣
屋
氏
が
こ
の
地
を
売
り
渡
し

た
理
由
は
、
近
隣
の
気
比
荘
の
「
賄
方
米
銭
」
を
用
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
か

ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
売
り
渡
す
に
際
し
て
は
、
一
つ
条
件
が
あ
っ
た
。

そ
の
条
件
と
は
、
毎
年
公
用
米
と
し
て
、
二
石
を
垣
屋
氏
に
収
め
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
公
用
米
の
性
格
に
関
し
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
本
来
の
意
味
と
は
異

な
り
、
垣
屋
氏
に
対
す
る
一
種
の
年
貢
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
垣

屋
氏
は
大
浜
荘
地
頭
分
稗
田
な
ど
を
佐
伯
氏
に
売
り
渡
し
、
一
時
的
に
四
五
石
を

得
た
が
、
そ
れ
以
外
に
毎
年
二
石
の
得
分
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
売
却
益
を
も
っ
て
、
気
比
荘
の
米
銭
を
用
立
て
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

以
外
の
諸
役
・
諸
公
事
は
免
除
さ
れ
、
用
水
の
懸
け
引
き
や
普
請
そ
し
て
土
の
取

り
場
に
も
何
ら
制
約
が
課
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
時
期
と
前
後
し
て
、
垣
屋
氏
は
新
田
開
発
を
行
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る

が
、
こ
れ
ら
を
売
却
す
る
場
合
は
自
ら
が
得
分
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
条
件
を
つ
け

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
見
返
り
で
は
な
い
が
、
諸
役
・
諸
公
事
を
免
除
し
た

の
で
あ
る
。
垣
屋
氏
は
在
地
領
主
に
自
領
を
売
却
し
、
そ
の
得
分
を
得
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
経
済
基
盤
を
安
定
化
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
垣
屋
氏
が

気
比
荘
を
領
し
て
い
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
気
比
荘
は
日
本
海
に
面
し
た
円
山

川
河
口
部
に
位
置
し
た
荘
園
で
、
交
通
の
要
衝
地
で
あ
っ
た
。
垣
屋
氏
は
流
通
経

済
や
漁
業
を
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
権
力
基
盤
・
経
済
基
盤
を
形
成

し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

⑶

楽
前
荘
の
事
例

次
に
、「
垣
屋
文
書
」
に
よ
っ
て
、
段
銭
賦
課
の
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
と
し

た
い
。
こ
の
史
料
群
は
、
本
来
垣
屋
氏
の
も
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
垣

屋
氏
自
身
の
関
係
史
料
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
垣
屋
氏
の
重
臣
で

あ
っ
た
、
安
田
氏
関
係
の
史
料
が
大
半
を
占
め
て
い
る11

）

。

安
田
氏
の
根
本
所
領
の
一
つ
に
、
楽
前
南
荘
（
豊
岡
市
日
高
町
）
が
あ
る
。
同

荘
は
応
安
七
年
（
一
三
七
四
）、
安
田
信
義
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
応

永
九
年
（
一
四
〇
二
）
に
も
山
名
氏
か
ら
安
堵
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る12

）

。
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
の
安
田
続
貞
の
譲
状
に
よ
る
と
、
実
子
が
い

な
い
た
め
千
代
王
丸
に
「
楽
前
南
庄
西
方
地
頭
職

大
井
料
田
等
」
を
譲
っ
て
い

る13
）

。
こ
の
中
の
大
井
料
田
は
、
国
衙
領
で
あ
る
日
置
符
中
郷
（
豊
岡
市
日
高
町
）

の
五
反
分
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
楽
前
南
荘
西
方
は
、
安
田
氏
の
重
要
な

根
本
所
領
で
あ
っ
た
。
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安
田
氏
が
段
銭
の
給
与
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
、
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
の

「
楽
前
南
庄
段
銭
注
文
案
」
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る14

）

。
楽
前
南
荘
の
う
ち
、

安
田
千
松
丸
の
所
領
は
「
北
分
」
と
「
知
見
分
」
で
あ
っ
た
。
北
分
は
三
町
六
反

九
五
歩
あ
っ
た
が
、「
久
無
田
」
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
六
反
九
五
歩
が
控
除
さ

れ
て
い
る
。
残
っ
た
三
町
に
は
、「
二
百
と
ほ
り
の
反
銭
」
が
賦
課
さ
れ
、
六
貫

文
と
な
っ
て
い
る
。「
二
百
と
ほ
り
」
と
い
う
の
は
、
一
反
に
つ
き
二
〇
〇
文
の

段
銭
が
課
せ
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
三
町＝

三
〇
反
に
二

〇
〇
文
を
か
け
る
と
六
〇
〇
〇
文
に
な
り
、
こ
れ
を
貫
に
換
算
す
る
と
六
貫
文
と

な
る
。

同
じ
く
知
見
分
は
二
町
四
反
六
三
歩
の
う
ち
、「
明
禅
寺
殿
」
分
の
七
反
が
控

除
さ
れ
た
（
明
禅
寺
殿
は
不
明
）。
残
り
の
一
町
七
反
六
三
歩
に
は
、
や
は
り

「
二
百
と
ほ
り
の
反
銭
」
が
賦
課
さ
れ
、
三
貫
四
二
〇
文
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

に
北
分
が
加
わ
っ
て
九
貫
四
二
〇
文
と
な
る
が
、
さ
ら
に
楽
前
南
荘
東
方
を
領
し

た
国
屋
氏
の
分
か
ら
一
〇
貫
五
七
七
分
が
加
算
さ
れ
、
計
二
〇
貫
文
と
な
っ
た
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
加
算
さ
れ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
以
上
の
段
銭
は
、
毎
年

安
田
氏
に
給
与
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た15

）

。
と
こ
ろ
が
、
本
領
の
四
町
七
反
六
三

歩
に
は
「
百
と
ほ
り
の
反
銭
」
が
賦
課
さ
れ
、
太
田
垣
氏
の
代
官
安
富
氏
と
河
越

氏
の
代
官
某
小
五
郎
に
よ
っ
て
明
応
三
年
分
が
徴
収
さ
れ
た
。

こ
の
「
楽
前
南
庄
段
銭
注
文
案
」
に
は
、
冒
頭
に
「
毎
年
段
銭
切
符
請
取
候
」

と
あ
る
よ
う
に
、
安
田
氏
に
段
銭
徴
収
の
権
利
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
山
名

氏
は
安
田
氏
に
段
銭
知
行
権
を
認
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
領
内
で
徴
収
さ
れ
た
段

銭
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
割
合
（
こ
の
場
合
は
一
反
に
つ
き
一
〇
〇
文
）
で
収
め

さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
年
未
詳
な
が
ら
、
安
田
千
松
丸
は
父
続
貞
が

合
戦
で
討
ち
死
に
し
た
こ
と
に
伴
い
、
垣
屋
続
成
か
ら
新
給
と
し
て
大
浜
庄
領
家

半
分
が
給
与
さ
れ
た16

）

。
史
料
に
「
但
段
銭
・
諸
公
事
免
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
段

銭
・
諸
公
事
は
免
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
、
安
田
氏
が
楽
前
南
庄
の
よ
う

に
、
段
銭
な
ど
を
山
名
氏
に
収
め
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
解
す
る
べ
き
で
あ
り
、

段
銭
知
行
権
を
確
保
し
た
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

⑷

三
方
氏
の
事
例

次
に
、「
名
」
内
の
田
地
が
売
り
渡
さ
れ
た
場
合
の
段
銭
の
扱
い
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。

伊
津
二
郎
四
郎
方
知
行
分
内
ち
か
き
よ
・
正
恒
名
之
内
、
田
地
三
段
作
色職

）之

事
、
其
へ
永
代
売
渡
申
さ
れ
候
、
然
者
御
本
年
貢
九
百
文
、
毎
年
公
方
へ
御

沙
汰
候
て
、
御
知
行
あ
る
へ
く
候
、

段
銭
之
事
、
円
方
房
御
沙
汰
可
有
候
、

万
一
本
名
主

違

乱

）

い
ら
□
候
者
、
本
名
共
ニ
公
方
へ
申
沙
汰

渡
可
申
候
、
殊

ニ

契

約

）

け
い
や
く
の
子

細
候
）

□
□
間
、
末
代

相

違

）

さ
お
い
あ
る
ま
し
く
候
、
為
私
の

副

）

そ
へ
状
、

進
之
候
、
恐
々
謹
言
、

公
文

岩
崎

文
明
十
四
壬
年
十
一
月
七
日

実
元
（
花
押
）

（
宛
名
欠
く17

）

）

こ
の
文
明
十
四
年
（
一
四
八
二
）
の
公
文
で
あ
る
岩
崎
氏
の
副
状
に
よ
っ
て
、

伊
津
二
郎
四
郎
の
知
行
分
で
あ
る
「
ち
か
き
よ
」・
正
垣
名
の
内
の
田
地
三
反
の

作
職
が
某
に
売
り
渡
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
名
の
売
買
で
は
、
公
文
が
関
わ
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
史
料
に
は
宛
名
が
欠
け
て
い
る
も
の
の
、
三
方

氏
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。「
ち
か
き
よ
」・
正
垣
名
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
不
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明
で
あ
る
。

三
方
氏
は
耕
作
権
（
作
職
）
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
年
貢
九
〇
〇
文
は

公
方
（
山
名
氏
）
に
収
め
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
段
銭
に
関
し
て

は
、
円
方
房
が
沙
汰
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
こ
の
場
合
、
三
方
氏
は
耕
作
権
を

獲
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
得
分
を
得
て
い
た
が
、
段
銭
知
行
権
は
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、「
本
名
主
」
が
万
が
一
違
乱
に
及
ん
だ
場

合
は
、「
本
名
」
と
も
に
訴
訟
の
対
象
に
な
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
ち

か
き
よ
」・
正
垣
名
は
、
脇
名
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

先
述
の
安
田
氏
の
場
合
は
、
段
銭
知
行
権
を
認
め
ら
れ
、
そ
の
一
部
を
山
名
氏

に
納
入
し
て
い
た
。
し
か
し
、
三
方
氏
は
認
め
ら
れ
ず
、
作
職
に
基
づ
く
得
分
の

獲
得
に
止
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

⑸

祐
徳
寺
の
事
例

段
銭
の
件
に
つ
い
て
、
寺
領
の
ケ
ー
ス
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
対
象
と
な
る

の
は
、
臨
済
宗
祐
徳
寺
（
兵
庫
県
養
父
市
）
の
事
例
で
あ
る18

）

。
最
初
に
、
史
料
を

掲
出
す
る
。

祐
徳
寺
領
所
々

諸
公
事
・
臨
時
課
役
免
除
等
之
事
、
任

山
名
政
豊
）

宗
源
院
殿
御
判
旨
、

当
知
行
不
可
有
相
違
候
也
、
恐
々
謹
言
、

大
永
二
年
）

七
月
五
日

山
名
）

誠
豊
（
花
押
）

祐
徳
寺
住
持19

）

こ
の
史
料
は
、
山
名
誠
豊
が
祐
徳
寺
領
の
諸
公
事
・
臨
時
課
役
を
免
除
し
た
も

の
で
あ
る
。
山
名
政
豊
の
御
判
で
既
に
認
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
残
念
な
が

ら
政
豊
の
御
判
は
残
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
を
敷
衍
し
て
、
太
田
垣
又
次
郎
が
副
状

を
祐
徳
寺
の
侍
者
に
発
給
し
て
い
る20

）

。
こ
の
太
田
垣
又
次
郎
の
副
状
に
は
「
所
々

寄
進
之
方
へ
も
可
被
仰
分
者
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
祐
徳
寺
に
寄
進

さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
も
、
諸
公
事
・
臨
時
課
役
免
除
の
特
権
を
受
け
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

翌
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）、
太
田
垣
右
馬
允
は
父
宗
之
の
た
め
、
祐
徳
寺
に

寺
領
の
公
用
段
銭
を
寄
進
し
て
い
る21

）

。
そ
し
て
、
お
礼
と
し
て
五
〇
〇
疋
を
受
け

取
り
、
以
後
に
お
け
る
段
銭
の
知
行
を
保
証
し
て
い
る
。
段
銭
寄
進
と
は
、
本
来

課
さ
れ
る
べ
き
公
用
段
銭
を
免
除
し
、
そ
れ
を
寄
進
す
る
と
い
う
形
式
の
も
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
あ
と
も
太
田
垣
氏
は
、
段
銭
寄
進
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

翌
年
の
大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
の
史
料
に
よ
る
と
、
祐
徳
寺
に
寄
進
さ
れ
た

公
用
段
銭
は
、
田
地
に
し
て
一
町
九
反
分
で
あ
り
、
そ
の
名
目
は
「
珍
室
位
牌

所
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る22

）

。「
珍
室
」
に
つ
い
て
不
明
で
あ

る
が
、
太
田
垣
氏
の
先
祖
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
残
っ
て
い
る
史
料
を
考
慮

す
れ
ば
、
太
田
垣
右
馬
允
の
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、
太
田
垣
氏
は
田
地
一
町

九
反
を
祐
徳
寺
に
寄
進
し
、
祐
徳
寺
は
先
年
か
ら
の
諸
公
事
・
臨
時
課
役
の
免
除

も
引
き
続
き
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
諸
公
事
・
臨
時
課
役
の
免
除
と
段
銭
寄
進
と
で
は
、
命
じ
る
主
体
に
ど

の
よ
う
な
違
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
永
六
年
十
一
月
二
十
二
日
に
発
給

さ
れ
た
太
田
垣
朝
説
の
副
状
に
は
、「
祐
徳
寺
領
臨
時
課
役
之
事
、
御
屋
形
様
任

御
書
、
不
可
有
別
儀
候
」
と
あ
る23

）

。
こ
の
部
分
を
見
る
限
り
、
太
田
垣
氏
は
当
主

で
あ
る
山
名
誠
豊
の
御
書
に
し
た
が
っ
て
、
臨
時
課
役
免
除
の
副
状
を
発
給
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
臨
時
課
役
の
免
除
権
は
、
山
名
氏
の
掌
中
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
日
付
で
発
給
さ
れ
た
太
田
垣
朝
説
の
段
銭
寄
進

一
三
一
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状
に
は
、「
祐
徳
寺
領
公
用
段
銭
之
事
、
田
数
壱
町
玖
段
之
分
、
任
珍
室
寄
進
状

旨
、
不
可
有
相
違
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
公
用
段
銭
の
寄
進
権
は
太
田
垣
氏
が
掌

握
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る24

）

。
と
も
に
、
代
替
わ
り
に
伴
っ
て
発
給
さ
れ
た
文
書

で
は
あ
る
が
、
諸
公
事
・
臨
時
課
役
の
免
除
と
段
銭
寄
進
と
で
は
、
山
名
氏
と
太

田
垣
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
権
限
を
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
後
世
に
な
る
と
、
次
の
史
料
を
確
認
で
き
る
。

祐
徳
寺
領
田
数
之
事
、
新
庄
分
内
壱
町
七
段
・
下
司
分
之
内
弐
段
、
都
合
壱

町
九
段
、
年
貢
・
段
銭

諸
公
事
・
臨
時
課
役
等
免
除
之
事
、
代
々
被
任
判

形
之
旨
、
聊
領
掌
不
可
有
相
違
候
、
仍
（「
為
」
脱
カ
）
後
日
之
状
如
件
、

天
文
拾
弐
年

太
田
垣
与
十
郎

十
一
月
廿
一
日

朝
頼
（
花
押
）

祐
徳
寺
当
住

祐
蔵
主

侍
者
御
中25

）

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
太
田
垣
氏
は
祐
徳
寺
領
新
庄
分
の
一
町
九
反
に
つ
い
て
、

代
々
の
判
形
の
旨
に
任
せ
、
年
貢
・
段
銭
・
諸
公
事
・
臨
時
課
役
等
の
免
除
を
伝

え
て
い
る
。
こ
の
一
町
九
反
は
、
先
に
太
田
垣
氏
が
公
用
段
銭
を
寄
進
し
た
面
積

と
一
致
す
る
。
し
か
も
、
免
除
内
容
で
あ
る
年
貢
・
段
銭
・
諸
公
事
・
臨
時
課
役

等
は
、
既
に
代
々
の
免
除
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
場
合
の
代
々
と

は
、
太
田
垣
氏
を
指
す
と
考
え
て
よ
い
。
新
庄
は
太
田
垣
氏
が
寄
進
し
た
土
地
で

あ
り
、
同
時
に
さ
ま
ざ
ま
な
免
除
権
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
証
左
と
し

て
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
発
給
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
山
名
祐
豊
の
免
除
状
に
は
、
山

名
誠
豊
の
判
形
に
基
づ
き
、
祐
徳
寺
領
の
諸
公
事
・
臨
時
課
役
の
免
除
に
止
ま
っ

て
い
る26

）

。
段
銭
に
関
し
て
は
、
全
く
触
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
山
名
氏
は
本
来
の
祐
徳
寺
領
に
つ
い
て
諸
公
事
・
臨
時
課
役
の
免
除

権
を
有
し
て
い
た
が
、
太
田
垣
氏
は
段
銭
に
つ
い
て
免
除
権
（
あ
る
い
は
知
行

権
）
を
保
持
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
太
田
垣
氏
が
段
銭
知
行
権
を
有
し
て
い

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
大
永
年
間
の
史
料
に
は
特
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お

そ
ら
く
そ
の
段
階
に
お
い
て
、
初
め
て
祐
徳
寺
は
事
実
上
の
段
銭
免
除
を
太
田
垣

氏
か
ら
獲
得
し
、
太
田
垣
氏
は
段
銭
免
除＝

公
用
段
銭
の
寄
進
と
い
う
形
で
実
現

し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

⑹

山
本
氏
の
事
例

段
銭
以
外
の
例
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
次
に
、
史
料
を
掲
出
す
る
。

其
事
、
以
結
衆
次
儀
、
別
ニ
可
致
奉
公
之
由
候
之
間
、
小
代
庄
之
内
カ
ン
ス

イ
名
事
、
至
地
利
本
役
、
為
給
分
相
計
候
、
全
可
有
知
行
候
也
、
恐
々
謹
言
、

永
正
元

十
二
月
十
九
日

太
田
垣
）

俊
朝
（
花
押
）

山
本
八
郎
兵
衛
尉
殿27

）

永
正
元
年
（
一
五
〇
四
）、
太
田
垣
俊
朝
は
小
代
荘
の
内
カ
ン
ス
イ
名
を
山
本

八
郎
兵
衛
尉
に
給
与
し
た
。
小
代
荘
は
現
在
の
兵
庫
県
香
美
町
に
所
在
し
、
か
つ

て
は
長
講
堂
領
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
山
本
氏
は
、
山
名
氏
の
守
護
代
で
あ
る

太
田
垣
氏
の
配
下
に
あ
っ
た
在
地
領
主
で
あ
る
。
カ
ン
ス
イ
名
の
内
で
山
本
氏
に

給
与
さ
れ
た
の
は
、
地
利
・
本
役
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
本
年
貢
と
地
主
得
分
を

含
め
た
も
の
で
あ
り
、
太
田
垣
氏
は
カ
ン
ス
イ
名
を
自
領
と
し
て
保
持
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
諸
公
事
に
つ
い
て
は
、
山
本
氏
に
負
担
が
強
い
ら
れ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

一
三
二

中
世
後
期
但
馬
国
に
お
け
る
在
地
構
造

（
渡
邊
大
門
）



ま
た
、
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
に
は
、
同
じ
く
太
田
垣
俊
朝
が
山
本
新
五
郎

に
対
し
て
、
小
代
荘
内
の
多
田
宮
・
吉
滝
神
主
職
と
国
次
谷
・
千
力
谷
代
官
職
が

給
与
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
、
公
事
（
夫
役
な
ど
）
に
つ
い
て
は
沙
汰
す
る
こ
と
を

申
し
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
所
務
（
年
貢
）
に
関
し
て
は
翌
年
か
ら
知
行
す
る
よ

う
に
、
と
指
示
さ
れ
て
い
る28

）

。
こ
の
場
合
も
カ
ン
ス
イ
名
と
同
様
に
、
地
利
・
本

役
は
給
与
さ
れ
る
も
の
の
、
諸
公
事
の
負
担
を
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
多
様
な
形
式
に
よ
っ
て
知
行
宛
行
が
行
わ
れ
た
の
は
、
こ
の
地

に
支
配
を
展
開
し
て
い
た
太
田
垣
氏
の
権
力
と
決
し
て
無
縁
で
は
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
翌
永
正
四
年
（
一
五
〇
七
）、
太
田
垣
胤
朝
は
山
本
鍋
法
師
に
対
し

て
、
一
族
と
考
え
ら
れ
る
山
本
三
左
衛
門
尉
跡
を
闕
所
と
し
て
給
与
し
た29

）

。
つ
ま

り
、
小
代
荘
は
太
田
垣
氏
の
自
領
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に

山
本
氏
に
対
す
る
給
与
の
内
容
を
決
定
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
諸
公
事

以
外
の
地
利
・
本
役
が
山
本
氏
へ
給
与
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、

山
本
氏
は
そ
れ
ら
を
得
分
と
し
て
経
済
基
盤
と
し
た
の
で
あ
る
。

三

「
日
光
院
文
書
」
の
寄
進
状
・
売
券
を
め
ぐ
っ
て

こ
の
節
で
は
、「
日
光
院
文
書
」
に
収
録
さ
れ
た
寄
進
状
ま
た
は
売
券
な
ど
を

中
心
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
日
光
院
は
、
養
父
市
八
鹿
町
石
原
に
所
在
す

る
真
言
宗
寺
院
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
心
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
小
佐
郷
で
あ

る
。
小
佐
郷
も
養
父
市
八
鹿
町
小
佐
に
所
在
し
た
荘
園
で
あ
り
、
日
光
院
に
も
近

い
距
離
に
あ
っ
た
。
小
佐
郷
は
、
か
つ
て
南
禅
寺
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
。
次
に
、
関
係
す
る
史
料
を
掲
出
す
る
。

宛
行

小
佐
郷
国
衙
三
分
一
長
重
名
事

合
壱
町
壱
反
小

右
件
名
田
者
、
馬
瀬
治
部
永
代
宛
行
処
也
、
於
向
後
、
若
彼
名
田
有
至
違
乱

妨
輩
者
、
為
公
方
、
別
段
可
処
罪
科
者
也
、
仍
為
後
日
、
宛
行
所
状
如
件
、

明
徳
四
年
癸酉
三
月
廿
七
日

給
主
斎
藤
兵
庫（

花
押30

）

）

こ
の
史
料
で
は
、
荘
務
を
任
さ
れ
た
斎
藤
兵
庫
が
「
小
佐
郷
国
衙
三
分
一
」
の

う
ち
「
長
重
名
」
を
馬
瀬
治
部
に
永
代
に
わ
た
っ
て
宛
行
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
名
田
に
違
乱
を
働
く
者
が
い
た
場
合
は
、
罪
科
に
処
す
と
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
小
佐
郷
で
は
給
主
が
名
田
を
宛
行
い
、
年
貢
の
徴
収
に
携
わ

っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
馬
瀬
氏
の
詳
細
に
関
し
て
は
不
明
で
あ
る
が
、

武
士
身
分
で
あ
り
な
が
ら
も
農
業
に
従
事
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る31

）

。

む
ろ
ん
、
同
様
の
ケ
ー
ス
は
、
他
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
応
永
十
四

年
（
一
四
〇
七
）
二
月
に
は
、
荘
主
で
あ
る
常
円
が
相
国
寺
常
徳
院
御
領
で
あ
る

恒
富
名
・
石
原
之
名
の
名
畠
を
石
原
弥
五
郎
に
宛
行
っ
た32

）

。
史
料
中
に
「
任
先
例
、

備
御
年
貢
、
更
莫
令
未
進
懈
怠
」
と
あ
る
よ
う
に
、
年
貢
の
確
実
な
納
入
を
促
し

て
い
る
。
石
原
氏
は
小
佐
郷
付
近
に
「
石
原
」
と
い
う
地
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

同
地
を
出
身
と
す
る
在
地
領
主
層
の
者
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
永
享
四
年
（
一
四

三
二
）
九
月
に
は
、
荘
主
正
税
が
小
佐
郷
恒
富
名
花
森
の
中
か
ら
間
人
給
と
し
て
、

「
平
畠
壱
反
半
屋
敷
分
」
を
日
光
坊
に
給
与
し
て
い
る33

）

。
た
だ
し
、
日
光
坊
の
負

担
は
、
桑
代
の
一
貫
二
〇
〇
文
と
年
貢
・
公
事
へ
と
及
ん
だ
。
先
の
給
主
の
例
を

含
め
て
、
小
佐
郷
で
は
給
主
・
荘
主
が
名
田
・
名
畠
・
名
主
職
を
耕
作
者
に
宛
行
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い
、
そ
の
中
か
ら
年
貢
・
公
事
を
徴
収
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る34

）

。

文
明
三
年
（
一
四
七
一
）、
大
塚
続
正
・
斎
藤
続
辰
の
二
人
は
、
八
太
荘
四
分

の
一
段
銭
（
田
数
・
五
町
一
反
半
）
を
日
光
院
の
灯
明
料
と
し
て
寄
進
し
て
い
た

が
、
有
名
無
実
に
な
っ
た
の
で
小
佐
郷
国
衙
三
分
一
を
も
っ
て
立
て
替
え
る
こ
と

と
し
た35

）

。「
但
馬
国
太
田
文
」
に
よ
る
と
、
八
太
荘
（
新
温
泉
町
）
は
鎌
倉
時
代

後
期
に
は
二
五
町
九
反
半
の
面
積
を
誇
っ
て
い
た36

）

。「
畑
荘
」
と
も
称
さ
れ
る
。

当
時
は
新
熊
野
お
よ
び
歓
喜
寿
院
領
で
あ
っ
た
が
、
十
五
世
紀
の
後
半
と
も
な
る

と
、
実
態
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
の
小
佐
郷
は
、「
但
馬
国
太
田
文
」

に
よ
る
と
一
一
七
町
七
反
二
五
二
分
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
に
八
太
荘
の
四
倍
強

の
面
積
を
誇
っ
て
い
た
。
大
塚
・
斎
藤
両
氏
の
発
給
文
書
を
見
る
限
り
、
当
主
で

あ
る
山
名
氏
の
意
を
奉
じ
た
よ
う
な
形
跡
が
見
当
た
ら
な
い
。

翌
文
明
四
年
（
一
四
七
二
）
に
な
る
と
、
守
護
代
垣
屋
宗
忠
の
判
物
が
発
給
さ

れ
て
い
る37

）

。
そ
の
内
容
を
箇
条
書
き
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
畑
（
八
太
）
荘
四
分
一
の
田
数
・
五
町
一
反
半
の
段
銭
は
、
永
享
年
間
か
ら

山
名
時
熈
が
妙
見
社
に
寄
進
し
て
い
た
が
、
近
年
成
敗
に
応
じ
る
こ
と
な
く

有
名
無
実
と
な
っ
て
い
た
。

②
①
の
事
情
か
ら
、
小
佐
郷
国
衙
三
分
一
の
田
数
・
五
町
一
反
半
の
段
銭
を
も

っ
て
寄
進
す
る
。

こ
の
よ
う
に
前
年
に
行
わ
れ
た
措
置
が
、
守
護
代
垣
屋
氏
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
某
俊
正
が
副
状
を
発
給
し
て
お
り
、
日
光
坊
に
敷
衍

し
て
伝
え
て
い
る38

）

。
垣
屋
氏
に
よ
る
安
堵
は
以
後
も
続
け
ら
れ
、
山
名
時
熈
の
先

例
を
踏
ま
え
つ
つ
、
段
銭
知
行
権
を
行
使
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る39

）

。
垣
屋

氏
は
在
京
す
る
守
護
山
名
政
豊
に
代
わ
り
、
段
銭
知
行
権
を
行
使
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

次
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
福
冨
氏
の
事
例
で
あ
る
。
福
冨
氏
に
関
し
て
は
知
る

と
こ
ろ
が
少
な
い
が
、
現
在
の
美
方
郡
新
温
泉
町
に
福
冨
と
い
う
地
名
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
同
地
を
基
盤
と
す
る
在
地
領
主
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
日
光
院

文
書
」
に
お
け
る
福
冨
氏
の
初
見
史
料
は
、
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
に
お
け
る

福
冨
忠
順
の
寄
進
状
が
あ
る40

）

。
こ
の
寄
進
状
に
よ
る
と
、
福
冨
氏
は
小
佐
郷
福
冨

の
う
ち
の
田
地
三
段
を
妙
見
別
当
に
寄
進
し
て
い
る
。
福
冨
氏
は
小
佐
郷
恒
冨
の

中
に
、

田
名
と
住
吉
名
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の
年
貢
を
寄
進

し
て
い
る
の
で
あ
る
（
人
夫
・
諸
公
事
は
免
除41

）

）。
翌
年
に
な
る
が
、
そ
の
内
訳

を
示
す
史
料
も
残
さ
れ
て
い
る42

）

。

そ
こ
か
ら
少
々
時
間
を
経
る
が
、
福
冨
忠
順
の
子
孫
と
考
え
ら
れ
る
貞
数
が
次

の
文
書
を
発
給
し
て
い
る
。

妙
見
御
寄
進

小
佐
郷
ヵ
）国

衙
参
分
壱
方
田
数
内
五
町
壱
段
半
臨
時
反
銭
事
、
如

先
々
可
有
御
社
納
上
者
、
催
促
可
致
心
得
候
、
恐
々
謹
言
、

永
正
九

福
冨
左
衛
門
次
郎

九
月
廿
八
日

貞
数
（
花
押
）

日
光
坊

進
覧
候43

）

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
貞
数
は
小
佐
郷
三
分
一
の
五
町
壱
段
半
分
の
臨
時
段
銭

を
寄
進
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
註
（
39
）
史
料
と
同
じ
く
、
段
銭

を
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
全
く
の
同
日
に
、
貞
数
は
気
多
郡
内
の
西

懸
徳
久
名
の
臨
時
段
銭
を
免
除
し
、
日
光
坊
に
納
め
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る44

）

。
さ
ら
に
、
永
正
十
三
年
（
一
五
一
六
）
に
な
っ
て
、
定
数
の
後
継

一
三
四
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者
と
思
し
き
貞
恒
は
、
小
佐
郷
恒
冨
の
う
ち
田
一
反
を
日
光
坊
に
寄
進
し
て
い
る45

）

。

福
冨
氏
は
太
田
垣
氏
や
垣
屋
氏
の
よ
う
な
守
護
代
ク
ラ
ス
の
領
主
で
は
な
い
が
、

当
該
地
域
に
影
響
力
を
持
つ
領
主
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
竹
貫
氏
の
事
例
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
関
連
史
料
と
し
て
は
、
次
の

も
の
が
あ
る
。

奉
寄
附

妙
見
御
社

但
馬
国
小
佐
二
分
方
之
内
名
主
職
事

合
半
名
者

但
坪
付
別

在
之
、

右
、
奉
寄
附
所
実
也
、
本
名
主
石
堂
刑
部

山
根
浄
円
方

券
・
坪
付
相
副

渡
申
候
、
有
限
年
貢
・
段
銭
・
諸
公
事
以
下
、
如
先
々
被
仰
付
、
末
代
可
有

御
知
行
候
、
万
一
子
孫
・
他
人
違
乱
煩
之
輩
出
来
之
時
者
、
任
寄
進
状
之
旨
、

為
公
方
御
沙
汰
可
被
行
罪
科
者
也
、
仍
寄
進
状
如
件
、

永
正
八

竹
貫
右
京
進

八
月
五
日

高
次
（
花
押
）

日
光
坊

参46
）

こ
の
史
料
は
、
竹
貫
高
次
が
小
佐
郷
内
の
名
主
職
を
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る
。

寄
進
に
際
し
て
は
、
本
名
主
で
あ
る
石
堂
刑
部
と
山
根
浄
円
の

券
・
坪
付
を
副

え
て
寄
進
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
寄
進
さ
れ
た
の
は
、「
年
貢
・
段
銭
・
諸
公
事
」

で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
史
料
中
の
山
根
浄
円
に
関
し
て
は
、
関
連
史
料
が
あ
る47

）

。

註

47
）史
料
に
よ
る
と
、
こ
の
坪
付
は
山
根
浄
円
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
浄

円
自
身
も
二
反
分
の
耕
作
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
子
息
と
思
し
き
山
根
弥
太
郎

の
名
前
が
見
え
、
新
開
地
を
切
り
開
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、
山
根

氏
は
領
主
で
あ
り
な
が
ら
も
、
農
業
に
従
事
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

竹
貫
氏
は
、
以
後
も
同
様
に
寄
進
を
行
っ
て
い
る
。
翌
永
正
九
年
（
一
五
一

二
）、
竹
貫
氏
は
小
佐
郷
内
の
野
宇
地
名
の
田
一
反
を
日
光
坊
に
寄
進
し
た48

）

。
こ

の
と
き
も
、
高
田
家
頼
の

券
状
を
副
え
て
、
寄
進
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
史
料

中
に
「
惣
名
田
職
我
々
相
拘
候
事
、
幸
儀
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
竹
貫
氏
は
野
宇

地
名
の
年
貢
を
取
り
ま
と
め
て
、
納
入
す
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

さ
ら
に
、
竹
貫
氏
の
寄
進
状
に
は
、
副
状
が
添
付
さ
れ
た49

）

。
副
状
に
は
、
註

（
48
）
史
料
に
「
大
和
守
真
恒
袖
判
」
を
申
し
出
、
ま
た
「
永
正
二
年
竹
貫
右
京

進
方
算
用
状
」
を
副
え
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
大
和
守
真
恒
」
に
つ
い
て

は
不
明
で
あ
る
が
、
竹
貫
氏
の
上
級
領
主
ま
た
は
寄
進
状
の
内
容
を
保
証
す
る
領

主
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。「
永
正
二
年
竹
貫
右
京
進
方
算
用
状
」
は
残
っ
て

い
な
い
が
、
竹
貫
氏
が
野
宇
地
名
の
年
貢
納
入
状
況
な
ど
を
把
握
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
竹
貫
氏
に
関
し
て
は
、
関
連
す
る
史
料
が
あ
る
。
大
永
四
年
（
一

五
二
四
）、
黒
坂
貞
信
が
日
光
院
に
対
し
て
寄
進
状
を
発
給
し
て
い
る
が
、
そ
の

中
に
竹
貫
高
次
の
名
前
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る50

）

。
黒
坂
氏
は
小
佐
郷
恒
冨
内
の

田
地
を
寄
進
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
竹
貫
氏
の
買
徳
地
で
あ
っ
た
。
貞
信
は
何
ら

か
の
縁
で
竹
貫
氏
の
買
徳
地
と
か
か
わ
り
、
地
利
分
六
斗
を
永
代
寄
進
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
史
料
中
に
「
為
小
作
仕
来
候
之
間
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

黒
坂
氏
が
小
作
を
命
じ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
諸
役
の
負
担
が
な
い
と
記
さ
れ
て
い

る
。
関
連
す
る
史
料
に
よ
る
と
、
黒
坂
氏
が
寄
進
し
た
地
利
分
の
内
訳
は
、
壱
岐

豊
後
守
の
地
利
分
三
斗
と
谷
四
郎
右
衛
門
尉
の
地
利
分
三
斗
で
あ
っ
た51

）

。
も
し
、

両
人
が
無
沙
汰
を
し
た
場
合
は
、
作
職
を
改
易
し
て
別
人
に
仰
せ
付
け
る
と
あ
る
。
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つ
ま
り
、
黒
坂
氏
は
土
地
を
集
積
す
る
と
と
も
に
、
耕
作
権
を
与
え
う
る
領
主
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
段
銭
の
寄
進
に
際
し
て
は
、
守
護
山
名
氏
の
許
可
を
事
前
に
受
け

る
必
要
が
あ
っ
た
。
次
に
、
史
料
を
掲
出
す
る
。

為
給
分
相
計
候
判
形
之
内
、
小
佐
三
分
一
方
臨
時
段
銭
事
、
妙
見
致
寄
進
之

由
、
得
其
意
候
、
於
末
代
、
聊
不
可
有
相
違
候
也
、
恐
々
謹
言
、

享
禄
五
年
）

卯
月
廿
六
日

山
名
）

祐
豊
（
花
押
）

朝
典
）

秋
庭
伊
賀
守
殿52

）

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
祐
豊
は
秋
庭
氏
に
対
し
、
給
分
と
し
て
小
佐
郷
三
分
一

方
の
臨
時
段
銭
を
給
与
し
て
い
た
。
し
か
し
、
秋
庭
氏
の
申
し
出
に
よ
っ
て
、
給

与
し
た
臨
時
段
銭
を
日
光
院
に
寄
進
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
秋
庭

氏
宛
の
文
書
が
「
日
光
院
文
書
」
に
含
ま
れ
た
理
由
は
、
関
連
史
料
に
よ
っ
て
判

明
す
る
。
翌
月
、
秋
庭
氏
は
当
知
行
し
て
い
た
小
佐
郷
三
分
一
方
の
臨
時
段
銭
を
、

鐘
楼
堂
造
営
と
「
私
現
世
安
穏
、
後
生
善
処
」
を
祈
念
し
て
日
光
院
に
寄
進
し
た53

）

。

そ
の
際
、
秋
庭
氏
は
「
御
屋
形
様
御
判
」
と
「
垣
屋
殿
遵
行
状
」
を
副
え
て
提
出

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
事
実
か
ら
、
当
主
山
名
氏
か
ら
与
え
ら

れ
た
給
分
に
関
し
て
は
、
勝
手
に
処
分
し
て
は
な
ら
ず
、
当
主
そ
し
て
山
名
氏
家

臣
の
許
可
が
必
要
で
あ
っ
た
。
秋
庭
氏
の
臨
時
段
銭
が
寄
進
さ
れ
た
こ
と
は
、
再

度
大
塚
氏
か
ら
日
光
院
に
報
告
さ
れ
て
い
る54

）

。

以
上
の
よ
う
に
、
但
馬
国
日
光
院
に
お
い
て
は
、
垣
屋
氏
な
ど
の
山
名
氏
重
臣

を
は
じ
め
、
在
地
領
主
ク
ラ
ス
に
至
る
ま
で
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
寄
進
を
行
っ

て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
の
中
で
も
、
在
地
領
主
ク
ラ
ス
ま
で
も
が
段
銭
知

行
権
を
有
し
、
寄
進
し
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
点
で
あ
る
。

四

む
す
び
に
か
え
て

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
断
片
的
な
史
料
の
分
析
に
よ
る
事
例
の
紹
介

に
止
ま
っ
て
い
る
感
も
あ
る
が
、
論
点
が
多
岐
に
亘
っ
た
た
め
簡
略
に
ま
と
め
て

お
き
た
い
。

①
但
馬
国
の
在
地
領
主
は
自
領
を
保
持
し
、
新
田
開
発
や
潅
漑
や
水
利
の
整
備
、

堤
の
普
請
な
ど
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
紛
争
に
際
し
て
は
山
名

氏
法
廷
で
な
く
、
中
人
制
に
よ
る
解
決
が
行
わ
れ
る
と
い
う
在
地
慣
行
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
同
時
に
在
地
領
主
は
、
判
物
を
発
給
す

る
自
立
し
た
権
力
を
保
持
し
て
い
た
。

②
但
馬
国
の
在
地
領
主
の
中
に
は
、
段
銭
知
行
権
を
認
め
ら
れ
た
場
合
も
あ
っ

た
。
段
銭
知
行
権
を
認
め
ら
れ
た
在
地
領
主
は
、
段
銭
を
寺
社
に
寄
進
す
る

な
ど
し
て
い
た
。
段
銭
知
行
権
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い

た
太
田
垣
氏
に
止
ま
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

年
貢
、
公
事
、
諸
役
に
関
し
て
は
、
守
護
山
名
氏
の
専
権
事
項
で
あ
っ
た
。

こ
の
他
、
在
地
領
主
は
本
役
・
地
利
を
得
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

③
日
光
院
の
事
例
で
は
、
給
主
・
荘
主
が
名
田
・
名
畠
・
名
主
職
を
耕
作
者
に

宛
行
い
、
年
貢
・
公
事
を
徴
収
し
て
い
た
。
ま
た
、
日
光
院
領
は
在
地
領
主

層
か
ら
の
寄
進
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
の
内
訳
の
多
く
が
段
銭
で

あ
っ
た
。
十
六
世
紀
に
至
る
と
、
黒
坂
氏
の
よ
う
に
土
地
を
集
積
し
、
百
姓

に
耕
作
権
を
与
え
る
者
も
確
認
で
き
た
。

こ
の
よ
う
に
、
山
名
氏
領
国
に
は
多
く
の
在
地
領
主
が
存
在
し
、
在
地
支
配
を

展
開
し
た
。
在
地
領
主
は
本
役
・
地
利
分
を
取
得
す
る
と
と
も
に
、
多
く
は
山
名

一
三
六

中
世
後
期
但
馬
国
に
お
け
る
在
地
構
造

（
渡
邊
大
門
）



氏
か
ら
段
銭
知
行
権
を
得
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
段
銭
は
寺
社
な
ど

に
寄
進
さ
れ
た
。
山
名
氏
の
公
権
力
と
し
て
の
存
在
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
在
地

領
主
層
が
基
盤
で
あ
る
。
そ
の
在
地
領
主
層
か
ら
の
支
持
を
得
る
に
は
、
経
済
的

な
権
利
と
し
て
段
銭
知
行
権
の
付
与
が
必
要
で
あ
っ
た
。
山
名
氏
は
中
世
的
か
つ

重
層
的
な
土
地
支
配
の
中
で
、
荘
園
諸
職
に
基
づ
い
た
知
行
体
系
を
維
持
し
、
段

銭
知
行
権
の
付
与
を
支
配
の
大
き
な
柱
と
し
た
の
で
あ
る
。

い
さ
さ
か
関
連
史
料
の
乏
し
さ
は
拭
い
き
れ
な
い
が
、
さ
ら
に
関
係
史
料
を
博

捜
し
、
当
該
期
の
在
地
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

〔
注
〕

（
１
）
但
馬
国
の
中
世
史
料
は
、『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
を
中
心
に
、
県
外
史
料

も
含
め
て
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
た
。
し
か
し
、
但
馬
国
の
中
世
史
研
究
は
、
あ
ま
り

進
ん
で
い
な
い
。
史
料
の
問
題
も
あ
る
が
、
但
馬
地
方
に
関
心
を
持
つ
研
究
者

の
少
な
さ
も
影
響
し
て
い
る
。

山
名
氏
の
研
究
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
中
世
後
期
山
名
氏
の
研
究
』（
日

本
史
史
料
研
究
会
、
二
〇
〇
九
）
の
序
を
参
照
の
こ
と
。
以
後
の
山
名
氏
研
究

と
し
て
は
、
稲
垣
翔
「
播
磨
国
に
お
け
る
山
名
氏
権
力
の
地
域
支
配
構
造
｜
郡

単
位
の
統
治
機
構
に
注
目
し
て
｜
」（『
年
報
中
世
史
研
究
』
三
五
号
、
二
〇
一

〇
）、
同
「
播
磨
国
に
お
け
る
山
名
氏
権
力
の
段
銭
収
取
構
造
」（『
ヒ
ス
ト
リ

ア
』
二
二
四
号
、
二
〇
一
一
）、
拙
稿
「
戦
国
期
山
名
氏
と
寺
社
に
関
す
る
一
考

察
」（
阿
部
猛
編
『
中
世
政
治
史
の
研
究
』
日
本
史
史
料
研
究
会
、
二
〇
一
〇
）

が
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
も
但
馬
国
に
お
け
る
山
名
氏
を
取
り
上
げ
た
も
の
は

少
な
く
、
今
後
の
課
題
と
い
え
る
。

な
お
、
本
稿
に
関
連
し
て
、
拙
著
『
中
世
後
期
山
名
氏
の
研
究
』
収
録
の
次

の
拙
稿
を
併
せ
て
参
照
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
あ
る
。

①
「
戦
国
期
山
名
氏
権
力
と
守
護
代
」。

②
「
戦
国
期
山
名
氏
の
発
給
文
書
に
つ
い
て
」。

③
「
戦
国
期
に
お
け
る
内
書
と
副
状
｜
但
馬
国
山
名
氏
の
事
例
を
中
心
に
｜
」。

（
２
）
但
馬
国
の
荘
園
研
究
に
関
し
て
は
、
山
根
辰
治
「
水
谷
庄
に
つ
い
て
」（『
歴
史

地
理
』
七
八
巻
六
号
、
一
九
四
一
）、
大
山
喬
平
「
平
安
末
期
の
但
馬
国
温
泉

荘
」（『
兵
庫
県
の
歴
史
』
四
号
、
一
九
七
〇
）
な
ど
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
な

お
、
但
馬
国
に
お
け
る
荘
園
の
全
体
像
は
、
太
田
順
三
「
但
馬
国
」（
網
野
善
彦

他
編
『
講
座
日
本
荘
園
史
８

近
畿
地
方
の
荘
園

』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇

一
）
が
詳
し
い
。

（
３
）「
白
岩
文
書
」
解
説
（『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。
現
在
、
大
樹
院
、
万
松

庵
は
山
名
氏
有
縁
の
寺
院
で
あ
り
、
後
述
す
る
八
木
荘
（
養
父
市
八
鹿
町
）
内

に
所
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
４
）
応
永
三
十
三
年
四
月
五
日
沙
弥
宗
恵
田
地
寄
進
状
写
（「
白
岩
文
書
」
二
号
『
兵

庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
５
）
応
永
三
十
三
年
四
月
五
日
沙
弥
宗
恵
田
地
寄
進
坪
付
注
文
写
（「
白
岩
文
書
」
三

号
『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
６
）
年
未
詳
九
月
二
十
七
日
白
岩
正
元
田
地
寄
進
状
写
（「
白
岩
文
書
」
四
号
『
兵
庫

県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
７
）
延
徳
二
年
万
松
庵
領
注
文
（「
白
岩
文
書
」
六
号
『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世

三
）。

（
８
）
永
禄
四
年
二
月
吉
日
三
宅
宗
善
等
連
署
契
状
（「
白
岩
文
書
」
七
号
『
兵
庫
県

史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
９
）
能
美
源
蔵
人
は
、
中
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
人
制
と
は
公
的
な
裁
判

に
拠
ら
ず
、
中
人
と
呼
ば
れ
る
第
三
者
に
解
決
を
委
ね
、
調
停
を
行
う
こ
と
で

あ
る
。
中
人
制
に
関
し
て
は
、
勝
俣
鎮
夫
「
戦
国
法
」（
同
『
戦
国
法
成
立
史

論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
）
を
参
照
。
初
出
は
、『
岩
波
講
座
日
本
歴

史

中
世
二
』
岩
波
書
店
（
一
九
七
六
）。

な
お
、
の
ち
の
史
料
に
な
る
が
、
能
美
氏
に
つ
い
て
は
年
未
詳
十
月
十
四
日

能
美
賀
承
書
状
（「
日
光
院
文
書
」
一
二
九
号
『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）

が
あ
る
。
同
史
料
に
よ
る
と
、
能
美
氏
は
日
光
院
へ
寄
進
し
て
い
る
こ
と
を
確

認
で
き
る
。
お
そ
ら
く
能
美
源
蔵
人
と
能
美
賀
承
と
は
、
血
縁
が
連
な
る
同
族

で
あ
ろ
う
。

（
10
）
元
亀
二
年
六
月
二
日
垣
屋
宗
現
・
同
孝
続
田
地
永
代
売
渡
状
（「
佐
伯
文
書
」
一

一
三
七

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）



号
『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
11
）「
垣
谷
文
書
」
解
説
（『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
12
）
応
安
七
年
十
二
月
廿
一
日
沙
弥
某
遵
行
状
（「
垣
谷
文
書
」
五
号
『
兵
庫
県
史
』

史
料
編
中
世
三
）、
応
永
九
年
八
月
日
山
名
時
熈
書
下
案
（「
垣
谷
文
書
」
七
号

『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。
な
お
、
前
者
で
は
「
楽
前
南
庄
半
分
内
参
分

壱
」
と
な
っ
て
お
り
、
後
者
は
「
楽
前
南
庄
地
頭
職
西
方
内
参
分
壱
号
北
分
」
と

あ
る
。
後
述
す
る
と
お
り
、
楽
前
南
庄
に
は
北
分
と
知
見
分
が
あ
る
。

太
田
註
（
２
）
論
文
に
よ
る
と
、
楽
前
荘
は
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
の
段

階
で
、
南
荘
と
北
荘
に
分
か
れ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
下
地
中
分
に
よ

っ
て
「
地
頭
方
二
十
四
町
余
」
と
「
領
家
方
二
十
四
町
余
」
に
折
半
さ
れ
て
い

た
と
い
う
（
但
馬
国
太
田
文
「
帝
釈
寺
文
書
」
一
号
『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中

世
三
）。

（
13
）
嘉
吉
元
年
六
月
日
安
田
続
貞
本
領
譲
状
案
（「
垣
谷
文
書
」
九
号
『
兵
庫
県
史
』

史
料
編
中
世
三
）。

（
14
）
明
応
四
年
八
月
九
日
楽
前
南
庄
段
銭
注
文
案
（「
垣
谷
文
書
」
一
〇
号
『
兵
庫
県

史
』
史
料
編
中
世
三
）。
実
際
に
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
明
応
三
年
分
で
あ
る
。

（
15
）
明
応
四
年
十
一
月
廿
一
日
山
名
政
豊
判
物
案
（「
垣
谷
文
書
」
一
一
号
『
兵
庫
県

史
』
史
料
編
中
世
三
）
に
よ
る
と
、「
但
馬
国
楽
々
前
南
庄
北
分
・
同
庄
知
見

分
・
同
井
田
分

段
銭
方
切
符
弐
拾
貫
文
」
と
あ
り
、
改
め
て
山
名
氏
に
よ
っ

て
安
堵
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
16
）
年
未
詳
十
二
月
十
七
日
垣
屋
続
成
感
状
案
（「
垣
谷
文
書
」
一
二
号
『
兵
庫
県

史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
17
）
文
明
十
四
年
十
一
月
七
日
公
文
岩
崎
実
元
副
状
（「
三
方
文
書
」
二
号
『
兵
庫
県

史
』
史
料
編
中
世
三
）。
こ
の
史
料
が
副
状
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
来
売
券
が
あ

っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
18
）
以
下
、
太
田
垣
氏
の
保
持
し
た
段
銭
知
行
権
に
つ
い
て
は
、
宿
南
保
「
但
馬
山

名
氏
と
垣
屋
・
太
田
垣
両
守
護
代
家
｜
垣
屋
・
太
田
垣
両
氏
の
系
譜
究
明
か
ら

迫
る
｜
」（
石
井
進
編
『
中
世
の
村
と
流
通
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
）
が

「
祐
徳
寺
文
書
」
に
お
け
る
事
例
を
検
討
し
て
い
る
。
祐
徳
寺
に
関
し
て
は
、
太

田
順
三
「
中
世
禅
院
の
創
設
を
め
ぐ
っ
て
｜
但
馬
国
養
父
郡
定
教
山
祐
徳
禅
寺

の
場
合
｜
」（『
専
修
史
学
』
二
九
号
、
一
九
九
八
）
が
あ
る
。

（
19
）（
大
永
二
年
）
七
月
五
日
山
名
誠
豊
判
物
（「
祐
徳
寺
文
書
」
一
号
『
兵
庫
県
史
』

史
料
編
中
世
三
）。

（
20
）
大
永
二
年
七
月
七
日
太
田
垣
又
次
郎
副
状
（「
祐
徳
寺
文
書
」
二
号
『
兵
庫
県

史
』
史
料
編
中
世
三
）。
太
田
垣
又
次
郎
の
実
名
は
不
明
で
あ
る
。

（
21
）
大
永
三
年
六
月
十
七
日
太
田
垣
右
馬
允
段
銭
寄
進
状
（「
祐
徳
寺
文
書
」
三
号

『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
22
）
大
永
四
年
七
月
二
十
八
日
太
田
垣
久
朝
段
銭
寄
進
状
案
（「
祐
徳
寺
文
書
」
四
号

『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
で
は
「
田
地
寄

進
状
」
と
す
る
が
、
厳
密
に
は
田
地
に
賦
課
さ
れ
た
段
銭
を
寄
進
す
る
の
で
、

「
段
銭
寄
進
状
」
が
正
し
い
。

（
23
）
大
永
六
年
十
一
月
二
十
二
日
太
田
垣
朝
説
副
状
（「
祐
徳
寺
文
書
」
六
号
『
兵
庫

県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
24
）
大
永
六
年
十
一
月
二
十
二
日
太
田
垣
朝
説
寄
進
状
（「
祐
徳
寺
文
書
」
七
号
『
兵

庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
25
）
天
文
十
二
年
十
一
月
二
十
一
日
太
田
垣
朝
頼
免
除
状
（「
祐
徳
寺
文
書
」
一
一
号

『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
26
）
年
未
詳
二
月
廿
三
日
山
名
誠
豊
免
除
状
（「
祐
徳
寺
文
書
」
一
二
号
『
兵
庫
県

史
』
史
料
編
中
世
三
）。
こ
の
史
料
は
年
未
詳
で
あ
る
が
、
お
お
む
ね
天
文
末
期

の
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
27
）
永
正
元
年
十
二
月
十
九
日
太
田
垣
俊
朝
宛
行
状
（「
山
本
文
書
」
一
号
『
兵
庫
県

史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
28
）
永
正
三
年
九
月
十
四
日
太
田
垣
俊
朝
宛
行
状
（「
山
本
文
書
」
二
号
『
兵
庫
県

史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
29
）
永
正
四
年
十
二
月
三
日
太
田
垣
胤
朝
宛
行
状
（「
山
本
文
書
」
三
号
『
兵
庫
県

史
』
史
料
編
中
世
三
）。
な
お
、
天
文
二
十
年
十
二
月
十
三
日
上
垣
清
成
判
物

（「
山
本
文
書
」
三
号
『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）
に
よ
る
と
、「
井
上
給
所

両
段
銭
」
が
山
本
主
計
助
に
給
与
さ
れ
て
お
り
、
同
時
に
太
田
垣
氏
に
対
す

る
奉
公
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
太
田
垣
氏
は
新
地
を
宛
行
い
、

領
主
層
の
掌
握
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
上
垣
氏
は
太
田
垣
氏
の
有

一
三
八

中
世
後
期
但
馬
国
に
お
け
る
在
地
構
造

（
渡
邊
大
門
）



力
な
被
官
人
で
あ
る
。

（
30
）
明
徳
四
年
三
月
二
十
七
日
給
主
斎
藤
兵
庫
名
田
宛
行
状
（「
日
光
院
文
書
」
一
三

号
『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。
こ
の
史
料
中
に
「
小
佐
郷
国
衙
三
分
一
」

と
あ
る
が
、
宝
徳
三
年
二
月
十
九
日
下
村
光
信
田
地
寄
進
状
（「
日
光
院
文
書
」

二
三
号
『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）
に
は
「
小
佐
郷
国
衙
三
分
二
」
の
う

ち
「
正
守
名
」
一
反
を
寄
進
し
た
と
の
記
述
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
佐
郷

国
衙
は
「
三
分
一
」
と
「
三
分
二
」
の
地
域
に
分
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
同

郷
は
、
国
衙
領
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
な
お
、「
小
佐
郷
国
衙
三
分
二
」
と
い
う

記
述
は
、
以
降
の
史
料
に
も
見
え
る
。

（
31
）
応
永
三
十
五
年
二
月
十
七
日
荘
主
梵
剛
下
地
宛
行
状
（「
日
光
院
文
書
」
一
七
号

『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）
に
よ
る
と
、
荘
主
梵
剛
が
小
佐
郷
の
中
か
ら
妙

見
社
に
対
し
て
、
下
地
の
作
職
分
の
寄
進
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
若
馬
瀬

方
菟
角
申
子
細
者
、
以
此
状
、
於
寺
家
可
有
対
決
者
也
」
と
あ
り
、
馬
瀬
氏
が

小
佐
郷
に
お
け
る
有
力
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

（
32
）
応
永
十
四
年
二
月
九
日
荘
主
常
円
名
畠
宛
行
状
（「
日
光
院
文
書
」
一
四
号
『
兵

庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
33
）
永
享
四
年
九
月
十
六
日
荘
主
正
税
間
人
給
宛
行
状
（「
日
光
院
文
書
」
一
九
号

『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
34
）
荘
主
が
名
主
職
を
宛
行
っ
た
例
を
一
つ
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
長
禄
三
年
十
二

月
二
十
六
日
荘
主
良
孝
名
主
職
宛
行
状
（「
日
光
院
文
書
」
二
五
号
『
兵
庫
県

史
』
史
料
編
中
世
三
）
は
、
小
佐
郷
石
原
の
大
畠
名
（
相
国
寺
常
徳
院
領
）
を

日
光
坊
に
宛
行
っ
て
い
る
。
史
料
の
内
容
に
よ
る
と
、
大
畠
名
は
黒
口
村
の
水

垣
与
二
郎
が
知
行
し
て
い
た
が
、
年
貢
・
公
事
を
納
入
し
な
く
な
っ
た
た
め
解

任
し
、
無
主
の
状
態
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
日
光
坊
を
名
主
職
に
補
任
し
、

年
貢
・
公
事
を
滞
り
な
く
納
入
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
嘉
吉
元
年
十
月
二
十
六
日
水
垣
入
道
代
官
四
郎
次
郎
文
書
借
用

状
（「
日
光
院
文
書
」
二
一
号
『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）
に
よ
る
と
、
大

谷
の
正
慶
な
る
人
物
が
代
銭
二
十
貫
文
の
代
わ
り
と
し
て
、
水
垣
入
道
に
文
書

を
質
と
し
て
預
け
て
い
た
。
そ
の
文
書
と
は
、
小
佐
郷
恒
富
の
う
ち
の
「
大
畠

名
」「
む
く
本
名
」
の
権
利
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
も
し
借
物
（
二
十
貫
文
）
の

返
済
が
で
き
な
い
場
合
は
二
つ
の
名
田
を
差
し
押
さ
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
水
垣
入
道
と
先
の
水
垣
与
二
郎
は
一
族
と
考
え
ら
れ
、
同
地
に
お
い
て
金

融
業
に
携
わ
り
、
土
地
集
積
を
図
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
大

畠
名
に
つ
い
て
は
、
応
仁
二
年
六
月
九
日
田
公
豊
職
名
主
職
安
堵
状
（「
日
光
院

文
書
」
二
七
号
『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）
に
よ
っ
て
、
日
光
院
に
安
堵

さ
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
、
借
用
状
の
例
を
掲
出
し
て
お
き
た
い
。
文
明
六
年
十
二
月
二
十

四
日
権
律
師
珍
盛
住
吉
名
寄
進
状
（「
日
光
院
文
書
」
三
八
号
『
兵
庫
県
史
』
史

料
編
中
世
三
）
に
よ
る
と
、
珍
盛
な
る
人
物
が
住
吉
名
（
名
主
職
を
保
持
）
を

当
知
行
し
て
お
り
、
庄
司
大
夫
に
預
け
置
い
て
い
た
が
、
庄
司
大
夫
か
ら
譲
渡

を
申
し
入
れ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
珍
盛
が
住
吉
名
を
当
知
行
し
て
い
た
根
拠

は
、
借
状
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
珍
盛
は
庄
司
大
夫
に
銭
を
貸
し
付
け
、
そ
の

代
わ
り
に
住
吉
名
の
知
行
権
を
借
状
に
よ
っ
て
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
住
吉
名

は
珍
盛
か
ら
日
光
坊
へ
寄
進
さ
れ
て
お
り
、
同
時
に
借
状
も
渡
さ
れ
て
い
た
。

結
局
、
借
状
は
珍
盛
が
病
気
の
際
に
紛
失
し
て
い
た
が
、
渡
状
を
も
っ
て
公
方

（
山
名
氏
）
へ
訴
え
、
庄
司
大
夫
の
違
乱
が
収
ま
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
珍
盛
も

金
融
業
に
携
わ
り
、
土
地
集
積
を
図
っ
た
人
物
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

（
35
）
文
明
三
年
八
月
十
四
日
大
塚
続
正
・
斎
藤
続
辰
折
紙
（「
日
光
院
文
書
」
二
八
号

『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。
永
正
十
六
年
七
月
二
十
七
日
斎
藤
成
辰
段
銭

寄
進
状
（「
日
光
院
文
書
」
八
九
号
『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）
に
よ
る
と
、

子
孫
と
思
し
き
斎
藤
成
辰
が
気
多
郡
の
内
の
西
下
徳
久
名
を
日
光
院
に
寄
進
し

て
い
る
。

（
36
）「
但
馬
国
太
田
文
」（「
帝
釈
寺
文
書
」
一
号
『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
37
）
文
明
四
年
二
月
二
十
一
日
垣
屋
宗
忠
判
物
（「
日
光
院
文
書
」
三
三
号
『
兵
庫
県

史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
38
）（
文
明
四
年
）
二
月
二
十
三
日
某
俊
正
副
状
（「
日
光
院
文
書
」
三
四
号
『
兵
庫

県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
39
）
文
明
九
年
六
月
十
三
日
垣
屋
遠
忠
判
物
（「
日
光
院
文
書
」
四
〇
号
『
兵
庫
県

史
』
史
料
編
中
世
三
）、
文
明
九
年
八
月
七
日
河
越
遠
治
遵
行
状
（「
日
光
院
文

書
」
四
一
号
『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）
文
明
十
二
年
七
月
十
八
日
垣
屋

一
三
九

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）



宗
続
判
物
（「
日
光
院
文
書
」
四
三
号
『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。
い
ず

れ
も
垣
屋
氏
の
代
替
わ
り
に
伴
い
、
発
給
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
40
）
長
享
二
年
十
一
月
二
十
六
日
福
冨
忠
順
田
地
寄
進
状
（「
日
光
院
文
書
」
五
七
号

『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
41
）
延
徳
二
年
八
月
十
四
日
福
冨
忠
順
諸
公
事
等
免
除
状
（「
日
光
院
文
書
」
五
八
号

『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
42
）
延
徳
三
年
五
月
晦
日
福
冨
忠
順
田
地
寄
進
状
案
（「
日
光
院
文
書
」
六
〇
号
『
兵

庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。
こ
の
史
料
に
よ
る
と
、

田
名
｜
五
一
七
文
、
住

吉
名
｜
五
六
五
文
、
宿
直
分
｜
四
〇
〇
文
、
桧
皮
分
｜
四
〇
〇
文
、
ハ
ウ
シ
銭

（
二
名
付
）
｜
二
〇
〇
文
が
寄
進
さ
れ
た
。
な
お
、
人
夫
、
諸
公
事
、
段
銭
は
免

除
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
永
正
十
四
年
（
一
五
一
七
）
に
な
る
と
、
永
正

十
一
年
十
二
月
十
九
日
田
公
道
祖
徳
丸
田
地
寄
進
状
に
よ
り
、
全
く
同
じ
内
容

の
年
貢
銭
が
寄
進
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
寄
進
者
の
主
体
が
変
わ
る
の

は
、
当
該
地
域
の
支
配
状
況
に
よ
る
も
の
か
要
検
討
で
あ
る
。

（
43
）
永
正
九
年
九
月
二
十
八
日
福
冨
貞
数
判
物
（「
日
光
院
文
書
」
七
七
号
『
兵
庫
県

史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
44
）
永
正
九
年
九
月
二
十
八
日
福
冨
貞
数
判
物
（「
日
光
院
文
書
」
七
八
号
『
兵
庫
県

史
』
史
料
編
中
世
三
）。『
兵
庫
県
史
』
で
は
同
史
料
を
「
福
冨
貞
数
奉
書
」
と

す
る
が
、
書
止
文
言
が
「
可
有
御
社
納
候
也
、
仍
執
達
如
件
」
と
な
っ
て
お
り
、

「
〜
之
由
候
」
と
い
っ
た
奉
書
文
言
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
奉
書
で
は
な
く
判

物
と
称
す
べ
き
で
あ
る
。

（
45
）
永
正
十
三
年
九
月
晦
日
福
冨
貞
恒
田
地
寄
進
状
（「
日
光
院
文
書
」
八
一
号
『
兵

庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。
こ
の
寄
進
状
に
は
、
永
正
十
三
年
十
月
二
日
松
井

貞
成
副
状
（「
日
光
院
文
書
」
八
二
号
『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）
が
あ
る
。

松
井
氏
は
、
福
冨
氏
の
配
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
46
）
永
正
八
年
八
月
五
日
竹
貫
高
次
名
主
職
寄
進
状
（「
日
光
院
文
書
」
七
四
号
『
兵

庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。
な
お
、
延
徳
二
年
十
二
月
十
三
日
竹
貫
高
次
田
畠

寄
進
状
（「
日
光
院
文
書
」
五
九
号
『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）
に
よ
る
と
、

竹
貫
氏
は
「
為
領
主

我
等
御
祈
禱
」
と
い
う
理
由
で
、
小
佐
郷
の
う
ち
加
屋

野
か
な
る
田
畠
か
ら
年
貢
銭
一
〇
〇
文
を
寄
進
し
て
い
る
。

（
47
）
明
応
八
年
十
月
二
十
八
日
小
佐
郷
河
井
名
半
分
坪
付
（「
日
光
院
文
書
」
六
六
号

『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。
こ
の
史
料
に
は
、
作
人
と
し
て
先
述
し
た
水

垣
氏
や
馬
瀬
氏
の
名
前
が
あ
る
。

（
48
）
永
正
九
年
四
月
二
十
八
日
竹
貫
高
次
田
地
寄
進
状
（「
日
光
院
文
書
」
七
五
号

『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。
な
お
、
史
料
中
の
高
田
氏
に
関
し
て
は
、
永

正
十
六
年
九
月
吉
日
高
田
四
郎
三
郎
田
地
寄
進
状
（「
日
光
院
文
書
」
九
〇
号

『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）
に
よ
っ
て
、
一
族
と
思
し
き
人
物
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
49
）
永
正
九
年
四
月
二
十
八
日
某
恒
美
副
状
（「
日
光
院
文
書
」
七
五
号
『
兵
庫
県

史
』
史
料
編
中
世
三
）。『
兵
庫
県
史
』
で
は
単
に
書
状
と
し
て
い
る
が
、
註

（
48
）
史
料
と
同
一
日
付
で
発
給
さ
れ
て
お
り
、
内
容
を
補
足
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
副
状
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

（
50
）
大
永
四
年
十
二
月
二
十
一
日
黒
坂
貞
信
田
地
寄
進
状
（「
日
光
院
文
書
」
九
五
号

『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
51
）（
大
永
四
年
）
十
二
月
二
十
一
日
黒
坂
貞
信
書
状
（「
日
光
院
文
書
」
九
五
号

『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
52
）（
享
禄
五
年
）
四
月
二
十
六
日
山
名
祐
豊
書
状
（「
日
光
院
文
書
」
一
〇
二
号

『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
53
）
享
禄
五
年
五
月
十
二
日
秋
庭
朝
典
臨
時
段
銭
寄
進
状
（「
日
光
院
文
書
」
一
〇
三

号
『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
54
）（
享
禄
五
年
）
十
二
月
二
十
七
日
大
塚
宗
悟
書
状
（「
日
光
院
文
書
」
一
〇
五
号

『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
わ
た
な
べ

だ
い
も
ん

文
学
研
究
科
日
本
史
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
修
了
）

（
指
導：

今
堀

太
逸

教
授
）

二
〇
一
一
年
九
月
二
十
九
日
受
理

一
四
〇

中
世
後
期
但
馬
国
に
お
け
る
在
地
構
造

（
渡
邊
大
門
）


